
　

本
会
議
で
の
審
議
内
容
に
つ
い
て
は
、
抜
粋
し
た
も
の
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
各
常
任
委
員
会
の
審
議
内
容
に
つ
い
て
は
、
８
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

● 
大
崎
町
情
報
公
開
条
例
及
び
大
崎
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改

正

　　

 　

個
人
情
報
の
定
義
（
指
紋
・
顔
認
識
デ
ー
タ
、
旅
券
番
号
等
）
が

明
確
化
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
本
条
例
の
関
連
す
る
部
分
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。　

● 

大
崎
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

 　

指
定
都
市
の
区
域
に
所
在
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
事
務
・

権
限
が
、
都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
委
譲
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
条
例
の
関
連
す
る
部
分
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

●
大
崎
町
公
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

　

 　

認
知
症
患
者
等
の
公
営
住
宅
入
居
者
が
収
入
申
告
を
す
る
こ
と
等

が
困
難
な
場
合
に
は
、
町
が
適
正
な
方
法
に
よ
り
把
握
し
た
当
該
認

知
症
患
者
等
の
収
入
に
基
づ
き
、
公
営
住
宅
の
家
賃
を
定
め
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

●
企
業
誘
致
を
目
的
に
町
有
地
を
処
分

　

 　

処
分
す
る
土
地
は
、
町
が
企
業
誘
致
を
目
的
に
平
成
22
年
に
取
得

し
た
土
地
で
あ
る
。

　

 　

こ
の
度
、
相
手
方
よ
り
営
業
所
の
移
転
の
希
望
及
び
新
た
に
冷
凍

倉
庫
等
の
整
備
を
行
い
た
い
と
の
申
出
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
土
地
売

買
に
関
し
協
議
を
重
ね
条
件
整
備
を
進
め
て
き
た
が
、
冷
凍
冷
蔵
セ

ン
タ
ー
の
整
備
に
伴
う
雇
用
の
拡
大
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
今

回
の
申
出
に
対
し
土
地
の
払
い
下
げ
が
妥
当
と
判
断
し
、
仮
契
約
を

締
結
し
て
い
る
た
め
、
関
係
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。

　

土
地
の
所
在
及
び
地
目　

大
崎
町
野
方
字
宮
ノ
本
地
内　

宅
地

　

処
分
面
積　
　
　
　
　
　

３
９
４
６
９
・
５
８
㎡

　

土
地
代
金　
　
　
　
　
　

５
０
３
２
万
円

　

処
分
の
相
手　
　
　
　
　

鹿
児
島
市
南
栄
町
４
丁
目
９
番
１
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社　

南
栄
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

𠮷　

田　

康　

剛

質

： 

今
後
、
施
設
の
工
事
等
が
行
わ
れ
る
と
思
う
が
、
施
行
業
者
に
つ

い
て
は
地
元
企
業
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
の
点
に

つ
い
て
、
町
長
の
認
識
を
問
う
。

　
答

： 
当
該
議
案
が
議
会
で
承
認
さ
れ
れ
ば
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
ん
で
い

く
こ
と
に
な
る
。
施
行
業
者
に
つ
い
て
は
地
元
企
業
が
受
注
す
る

こ
と
が
一
番
望
ま
し
い
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、
今
後
も
相
手
方

に
対
し
て
要
望
し
て
い
く
。

条
例
等
の
主
な
も
の

企業誘致を目的　に町有地を処分に町有地を処分
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